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令
和
五
年
六
月
十
二
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
岸
田
文
雄
内
閣
総
理
大
臣
（
以
下
、
岸
田
総
理
）
は
、
「
増

税
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
、
制
度
と
し
て
税
率
を
引
き
上
げ
る
と
か
『
制
度
を
変
え
る
こ
と
』
に
よ
っ
て
増
収
を
図
る
と
い

う
こ
と
」
と
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
は
「
増
税
に
は
当
た
ら
な
い
」
と
答
弁
し
た
。 

一 

政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
「
イ
ン
ボ
イ
ス
（
適
格
請
求
書
）
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
記
載

事
項
を
満
た
し
た
請
求
書
等
を
交
付
し
、
保
存
す
る
『
新
し
い
制
度
』
で
す
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

新
し
い
制
度
の
導
入
は
「
制
度
を
変
え
る
こ
と
」
に
当
た
り
、
増
税
と
解
釈
で
き
る
が
、
岸
田
総
理
の
「
増
税
に
当
た
ら

な
い
」
と
の
答
弁
と
矛
盾
し
な
い
か
、
見
解
を
伺
う
。 

二 

同
じ
く
、
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
に
は
「
イ
ン
ボ
イ
ス
と
現
行
の
請
求
書
と
の
違
い
」
と
し
て
、
（
イ
ン
ボ
イ
ス
は
）

「
現
行
の
請
求
書
（
略
）
に
一
定
の
記
載
事
項
が
追
加
さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
」
と
記
述
し
て
い
る
。 

 
 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
が
、
岸
田
総
理
の
答
弁
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
制
度
を
変
え
る
こ
と
」
に
該
当
し
な
い
な

ら
、
「
一
定
の
記
載
事
項
が
追
加
さ
れ
」
、
「
現
行
の
請
求
書
と
の
違
い
」
が
あ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
で
は
な
く
、
「
現
行
の
請

求
書
」
の
ま
ま
で
も
従
前
と
変
わ
ら
ず
に
受
け
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
見
解
を
伺
う
。 



 

２ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


